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平成２６年第１回竜王町議会定例会（第１号） 

                             平成２６年３月４日 

                             午後１時００分開会 

                             於   議   場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第 ６号 竜王町課設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ７号 竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一 

            部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ８号 竜王町再生可能エネルギー等導入促進基金条例 

日程第 ６ 議第 ９号 竜王町地域の元気臨時交付金基金条例 

日程第 ７ 議第１０号 竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第１１号 竜王町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第１２号 竜王町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議第１３号 竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例の一部を改 

            正する条例 

日程第１１ 議第１４号 竜王町環境基本条例 

日程第１２ 議第１５号 竜王町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議第１６号 竜王町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議第１７号 竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

日程第１５ 議第１８号 竜王町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第１６ 議第１９号 平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

日程第１７ 議第２０号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第３号） 

日程第１８ 議第２１号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）補正予算（第５号） 

日程第１９ 議第２２号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第４ 

            号） 

日程第２０ 議第２３号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２１ 議第２４号 平成２５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 
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            ２号） 

日程第２２ 議第２５号 平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第５号） 

日程第２３ 議第２６号 平成２６年度竜王町一般会計予算 

日程第２４ 議第２７号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）予算 

日程第２５ 議第２８号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）予算 

日程第２６ 議第２９号 平成２６年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２７ 議第３０号 平成２６年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第２８ 議第３１号 平成２６年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２９ 議第３２号 平成２６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３０ 議第３３号 平成２６年度竜王町水道事業会計予算 

日程第３１ 議第３４号 近江八幡市及び竜王町子ども療育事業に関する事務の事務 

            委託の廃止に関する協議について 

日程第３２ 議第３５号 町営土地改良事業の事業計画の変更について 

日程第３３ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１０名） 

 １番 小 森 重 剛   ３番 若 井 敏 子 

 ４番 岡 山 富 男   ５番 山 田 義 明 

 ６番 内 山 英 作   ７番 貴 多 正 幸 

 ８番 古 株 克 彦   ９番 松 浦   博 

１１番 菱 田 三 男  １２番 蔵 口 嘉寿男 

３  会議に欠席した議員（ ２名） 

 ２番 竹 山 兵 司  １０番 西 村 公 作 

４  会議録署名議員 

 ６番 内 山 英 作   ７番 貴 多 正 幸 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 竹山 秀雄  副 町 長 川部 治夫 

教 育 長 岡谷ふさ子  会 計 管 理 者 赤佐 九彦 

総 務 政 策 主 監 兼 
産 業 建 設 主 監 

福山 忠雄  住 民 福 祉 主 監 松瀬徳之助 

総 務 課 長 奥  浩市  政 策 推 進 課 長 杼木 栄司 

生 活 安 全 課 長 井口 清幸  住 民 税 務 課 長 犬井 教子 

健 康 推 進 課 長 嶋林さちこ  産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 

田邊 正俊 

建 設 計 画 課 長 井口 和人  上 下 水 道 課 長 徳谷 則一 

工業団地推進課長 尾﨑 康人  教 育 次 長 山添登代一 

学 務 課 長 市田太芽男  生 涯 学 習 課 長 竹内  修 

５  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 若井 政彦  書 記 臼井由美子 
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開会 午後１時００分 

○議長（蔵口嘉寿男） 皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席議員数は、１０人であります。よって、定足数に達しています

ので、これより平成２６年第１回竜王町議会定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申し出がございますので、これを認める

ことにいたします。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 皆さん、こんにちは。 

平成２６年第１回竜王町議会定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げま

す。 

本日、平成２６年第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましては、大変御多用の中を万障お繰り合わせの上、御出席を賜りまして、厚く

御礼申し上げます。 

３月２６日までの２３日間の会期予定でございますが、この間何とぞよろしく

お願い申し上げる次第でございます。 

三寒四温を繰り返しながら、日一日と春めいていくことかとは存じますものの、

まだまだ寒さが続きます昨今でございますが、議員の皆様におかれましては御健

勝にて、日々議会活動に御専念をいただき、あわせまして、我々行政に携わる者

に対しまして、格段の御指導と御鞭撻を頂戴いたしておりますことに、深甚なる

感謝と心からの御礼を申し上げるところでございます。 

ことしは町制がしかれて５９年になり、６０周年の前の１年であります。町民

の皆様とともに心清らかに、また心新たに６０周年を迎えるためには、この１年

間をいかなる年とするべきか、既に２カ月過ぎたところでありますが、残り１０

カ月を大切に過ごさなければいけないと思っています。 

進捗の度合いが遅い事業、滞っているプロジェクト、また進行中の諸事業、そ

れぞれに関して、皆さんの目に映る形で節目を刻めるようにすることが還暦前の

大切な１年として目指すところのものではないかと考えています。積み残しを少

なくすれば少なくするほど、充実した思いで６０周年を迎えられることは言うま

でもございません。 

年初からこの１年の行政取組方針に関し、以上のような話を続けておりました

やさきの１月２６日早朝に、庁舎別館２階の有線放送本部が焼失する火災が発生

いたしました。出火原因は床に近いコンセント部分の配線からと推測されていま

すが、この火災で放送機器が全焼し、その上、有線放送農業協同組合が長年歩ん
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でこられたもろもろの積み重ねであるディスク、テープも大半が焼失し、組合長

ほか幹部の皆さんの痛恨のお気持ちのほど、察するに余りあるものが伝わってま

いりました。 

火災後、関係者の方々による懸命の後始末、また今後の方策等協議を重ねてこ

られ、有線放送として復旧への第１段階までこぎつけられたのですが、放送設備

の復旧に関するのみでも相応の費用となり、建物は町の方で、修復に当るべく加

入している町村会共済と折衝しているところでございます。 

現場検証が終了し、一息つけたのもつかの間、岡屋地先で中高層住宅火災が発

生し、当日出動していた消防団全員が一瞬耳を疑うようなありさまでした。建物

の特質から放水が届きませず、消火までに４時間を費やし、無論建物は全焼した

ところであります。 

昨年度、本町にて雑草が燃えるその他火災の増加が目立ち、住民の皆様に注意

喚起を続けてまいりましたが、建物火災が２件続いた今、改めまして、火災予防

に努めてまいらねばならないと、先日の消防団幹事会の席にても確認させていた

だいた次第であります。 

話を転じさせていただきますが、安倍政権が誕生して１年と２カ月が経過いた

しました。アベノミクス効果が着実に広がり、株式上場企業の本年３月期の連結

経常利益は前期比３０％増える見通しで、全体の３分の１に当る４１７社の企業

が業績予想を上方修正したと報じられています。収益回復の裾野が広がってきて

いるあかしであり、景気回復への足取りがより確実になってきているということ

であります。 

町内立地の大手企業も堅調な経営を続けておられ、力強く感じているところで

ありますが、この４月に実施される消費税アップ後の消費動向、また東南アジア

等新興国経済の変調、円安効果も一巡の段階にあること等、不安材料は残り、身

近なところでは、低所得者がふえ、非正規雇用労働者が増加し、２，０００万人

超になっていることは、まだまだ本物の経済活動に届いていないと思いますし、

真に国際競争力を高め、国民の生活にゆとりが感じられる施策と政治のかじ取り

を期待するものであります。 

かかる状況下にありまして、１月下旬より新年度の予算編成に当たったところ

でありますが、前年度とほぼ同規模の当初予算となった次第でございます。依然

として収支バランスがとれませず、４億円を財政調整基金から取り崩す形にて数

字をくくらせていただきました。編成作業にては、予算の骨格部分を基礎といた
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しながら、１つには５％シーリング、２つには優先順位の見定め、３つには人を

育てる総合計画実現への施策を重視、以上の３項目を重点としてめり張りのある

予算とさせていただいたものであります。本定例会にて予算の審議をお願いする

ところでありますが、狙いといたしますところを御理解賜り、審査をお進めくだ

さいますようお願い申し上げます。 

先月は第２２回オリンピック冬季競技大会２０１４ソチの話題一色でありまし

た。そして、ことしは苗村神社にて３３年に一度の式年大祭が挙行される年であ

ります。町にありましても、笑顔の絶えない１年にしていかねばなりません。議

員各位からも格段のお力添え賜りますよう重ねてお願い申し上げる次第でござい

ます。 

本定例会に提案申し上げます案件は、条例関係１３件、平成２５年度補正予算

７件、平成２６年度竜王町当初予算８件、その他２件の計３０件であります。な

お、追加案件の提出も予定させていただいております。 

何とぞ、慎重なる審議を賜り、お認めを賜りますようお願い申し上げ、開会の

御挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（蔵口嘉寿男） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に専決処分報告書及び議会諸般報告書並びに竜王町議会会議規

則第１１９条の規定による議員派遣報告書を配付いたしましたので、よろしくお

願いいたします。なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（蔵口嘉寿男） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１１８条の規定により、６番 内山英作議員、７番 貴多正幸議員

を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月２６日までの２３日間

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本
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日から３月２６日までの２３日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどをお願い申し上げます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（蔵口嘉寿男） これより、一般行政について町長より、また教育行政につ

いて教育長より、それぞれ方針表明の申し出がありますので、これを認めること

にいたします。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 本日、ここに平成２６年第１回竜王町議会定例会を開催し、

提出をいたしました諸案件の御審議を願うに当たりまして、新しい年度に向けた

町政の執行について、その方針を申し述べます。 

まず、我が国の経済状況につきましては、平成２６年度の景気見通しについて、

依然として残る欧州各国における金融不安や中国等との政治的な緊張の高まりに

よる影響、また本年４月１日から導入される消費増税により景気の冷え込みが一

定の期間において予想されるなど、その動向について不透明な要素はあるものの、

国においては既に平成２５年度第１号補正予算を打つなど、その対策に努めてお

り、まだ回復途上にある我が国経済の腰折れを防ぐべく、その動向を慎重に見き

わめているところでございます。 

竜王町におきましては、平成２５年度における現在の状況について、平成２４

年度に引き続き法人町民税が当初予算に比べて増収となる見込みでございますが、

大幅な税収増となった平成２４年度決算を受けて、平成２５年度における普通交

付税及び臨時財政対策債が皆減となったことに加えて、普通交付税の皆減に連動

して、特別交付税においても大きく減収することが見込まれる上、先の台風１８

号に係る被害に対する新たな財政需要が発生するなど、今後の経済情勢等も不透

明な中、やはり厳しい財政運営に直面しております。 

他方、平成２６年度の歳入見通しにおいては、平成２５年度に引き続き地方交

付税における普通交付税が不交付、また、臨時財政対策債においても発行可能額

の算出は見込めないことが想定される中で、自動車取得税等、車体課税の廃止等

の税制改正がなされる一方で消費税率及び地方消費税率の引き上げもあるなど経

済情勢の動向が不透明であり、平成２４年度決算及び平成２５年度決算見込み程

度の税収は見込むことができない状況であります。 

また歳出においては、台風１８号を契機に防災・減災への意識が高まっている

とともに、町防災計画の見直しも完了することから、関連する財政需要の増加が
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見込まれる上、高齢化の進展等による社会保障関係経費の一層の増嵩等により義

務的経常経費の増加、老朽化が著しい公共施設の改修等に引き続き、多額の財政

需要が見込まれ、消費税率及び地方消費税率の改定による行政コスト増加など、

歳入歳出両面においていずれも厳しい財政状況となり、平成２６年度においても

引き続き財源不足が生じる見込みであります。 

このような中で、住民自治の視点について、本町の各施策への一層の浸透を図

ることに加えて、年度間における歳入額の変動幅が大きい本町におきましては、

歳出においては各事業を公益性の確保や負担の公平性等の客観的な点からの評価

を行った上で、優先度と緊急性を考慮しつつ効率的で合理的な予算に基づいた計

画的な執行が、また、歳入においては使用料や手数料についても聖域化せず、的

確な住民説明のもとに積極的に財源の確保に努め、真に自立した行財政運営をす

ることができる体質の早期の実現を図ることが必要となります。 

ついては、平成２６年度の当初予算編成に当たって、引き続き財政の健全化に

向けての方針を継承し、各所管部門において改革を確実に推進するものとします。 

また、４年目を迎える第五次竜王町総合計画が目指すまちづくりを担う人に焦

点を当てた施策及び本町が掲げる４本の政策の柱に沿った事業に重点的に予算を

配分するとともに、事業の選択と真に住民が求める施策への集中を図りつつ、町

民の内発的な力を育む住民本位の「“ひと”育ちみんなで煌く交竜の郷」を目指

して各施策を具体化させるものとします。 

まず、教育環境の充実につきましては、平成２３年度から継続して配置してき

ております町単独費による常勤講師について平成２６年度におきましても独自に、

引き続き配置することにより、小中学校における３５人学級を実現するとともに、

カウンセラーや特別支援等に係る対応に加えて、引き続き学校図書館運営支援員

を配置いたします。 

また、文部科学省教育特区の認定を受けて小学英語科を町内両小学校において

創設し、未来を担う子供たちの学習意欲の向上と国際語としての英語力の向上を

図り、これに向けて必要となる嘱託講師の配置についても対応するなど、きめの

細やかな学習環境や生徒指導の実現を可能とする教育環境の整備を図り、一層の

教育力の向上に努めてまいります。 

これらの教育環境の充実に加えて、平成２６年度４月から町直営によります児

童発達支援事業を実施いたします。本町におきましては、平成２０年度から町発

達支援センターを設置し、これを核として出生から就労までと言われるように、
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生涯を通じて教育・福祉の垣根を越えたさまざまな相談支援等の行政サービスを

提供してまいっておりますが、このうち就学前までの時期を中心に実施しており

ます子ども療育の提供について、今般近江八幡市との共同事業から本町直営によ

る提供へと切りかえを行うこととし、一層充実した支援の提供を行ってまいりま

す。 

さらには、第五次竜王町総合計画における定住人口の増及び若者定住の実現に

向けた魅力ある新たな施策として、町内商工業における地域経済の活性化に向け

た要素もあわせまして、定住促進住宅リフォーム助成事業を、平成２５年度に引

き続いて平成２６年度においても計上いたしました。この定住促進住宅リフォー

ム助成事業は、町内において住宅をリフォームして新たに定住いただく新婚の御

夫婦や、多世代による家族との生活を始めようと住宅のリフォームを考えておら

れる方々などを対象として、このリフォームに要する費用に対して１件当たりの

助成金を最大で１００万円と設定するものであります。 

つきましては、引き続き町内外に対してこの事業の情報発信に努めるとともに、

町商工会等を通じて町内各事業者に対する周知を図りつつ、１０年後の竜王町を

見据えた中で定住人口増加の着実な実現に向けた、町ぐるみによる取り組みとし

て、町税による投資効果を最大限に引き出すよう進めてまいります。 

また、平成２５年度から町内岡屋地先におきます滋賀竜王工業団地の整備に向

けた事業について、滋賀県及び滋賀県土地開発公社と強力に連携する中で着手を

させていただいております。町の財政基盤を確固たるものにする上でも重要な政

策の１つと位置づけますこの企業誘致の基盤づくりにつきましても、引き続き事

業の推進に向けて、県及び県土地開発公社からの御支援も得ながら、的確・迅速

に実施してまいります。 

また、第五次竜王町総合計画におけるまちづくりの考え方、基本理念に基づき

まして、個別に申し上げますと、１つ目の豊かな自然と歴史を誇れるまちづくり

につきましては、先人たちが守り継いでこられた美しい自然や風土、築いてこら

れた暮らしや歴史、文化遺産に今を生きる我々が新たな魅力を加えることで、全

ての町民が我が町に誇りを持ち、さらに次の世代へと継承し続けていくための取

り組みを実施してまいります。 

２つ目のみんなが安心して暮らせるまちづくりにつきましては、きめ細かな教

育環境の整備に向けて、新たな加配教員の配置や計画的な教育施設の整備に加え

て、子供の健やかな成長を願う乳幼児期や学齢期の支援から高齢期を健康でいき
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いきと暮らすための支援まで、生涯を通して福祉・保健・医療の各側面から一貫

して提供する各支援について、教育面とのさらなる融合を図るとともに、特に心

身の発達に支援を必要とする子供たちに対する支援等の充実を図ります。 

また、増加し続ける医療・介護等に係る行政需要に対して、引き続き町内の各

医療機関や各関係機関等と連携を取りながら、町民皆様の健康づくりに向けて、

やはり予防を中心とした対策を着実に実施してまいります。 

さらに、町民の安全安心な生活を守るための基盤となる災害対策について、こ

れの根幹となる防災計画を平成２４・２５年度において見直しを行いました。つ

きましては、この新たな防災計画に基づき、水害を初めとした多様な災害に対す

る対策を計画的に実施するとともに、（仮称）竜王消防出張所整備事業を推進す

ることに加えて、老朽化した橋梁等インフラについても適切でかつ計画的な管理

に努めます。 

３つ目のチャンスを活かすたくましいまちづくりにつきましては、本町におけ

る自然や歴史、文化、農商工がそろったその利点を生かしつつ、新たな潮流を確

実に本町に取り込みながら、若い世代を中心とした定住人口増加及び企業誘致、

産業の振興に向けた取り組みを実施します。 

４つ目の町民と行政の協働により築くオリジナルのまちづくりにつきましては、

本町が蓄えている町民お一人お一人のエネルギーを結集せずして、我が町が目指

す大きな目標の達成は考えられません。 

また、限られた財源を効率的かつ効果的に活用する観点からも、これからのま

ちづくりには、さまざまな場面において町民皆様の参画を欠かすことはできませ

ん。竜王町、自治会それぞれの運営や活動に、住民と行政がともに町を築く取り

組みを実施してまいります。 

ただいま４つの基本理念を含め、項目を挙げて、思いを述べさせていただいた

ところでございますが、冒頭でも申し上げましたように、平成２６年度の予算編

成の方針といたしまして、本町が掲げる４本の政策の柱に沿った事業に重点的に

予算を配分させていただきつつ編成いたしました。これら一つ一つの事業を着実

に実行していくことによりまして、福祉・介護・医療関係経費の増嵩などであっ

たり、老朽化が著しい公共施設の改修などの多くの課題に対する活路を見出して

まいりますとともに、引き続き若者定住や、まちづくりを推進する上で課題とな

っております地域コミュニティの強化、農業・農村の維持、産業の活性化等々に

関する各施策につきまして、町を挙げて、事業を展開してまいります。 
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以上、平成２６年度竜王町行政執行方針を述べさせていただきました。 

○議長（蔵口嘉寿男） 岡谷教育長。 

○教育長（岡谷ふさ子） それでは平成２６年度竜王町教育行政基本方針を述べま

す。 

竜王町の未来を拓く心豊かでたくましい人づくり、スローガン「教育でまちづ

くり」。 

政府の教育再生実行会議は昨年４次にわたる提言をまとめ、いじめ問題への対

応に始まり、教育委員会制度ほか大学教育のあり方など今後の我が国の教育を考

える上で重要なテーマについて提言しました。この提言を受け、文部科学省では、

改革実行計画をまとめ、公表し、中央教育審議会などでの本格審議へとつなぎま

した。中でも、いじめ問題への対応については、国会においていじめ防止対策推

進法が成立し、６月に公布されました。これにより、いじめの防止等のための対

策を総合的かつ効果的に推進するため、基本理念を定め、国及び地方公共団体等

の責務を明らかにし、基本的な方針の策定について定めました。 

一方、６月に第２期教育振興基本計画が閣議決定されました。これは改正教育

基本法に基づき、政府が策定する教育に関する総合計画であり、その前文で、今

まさに我が国に求められているもの、それは、自立・協働・創造に向けた一人一

人の主体的な学びであるとうたい、教育行政の４つの基本的方向性として、「社

会を生き抜く力の養成」、「未来への飛躍を実現する人材の養成」、「学びのセ

ーフティネットの構築」、「きずなづくりと活力あるコミュニティの形成」を掲

げました。これらは、我が国を取り巻く危機的状況、すなわち、少子化・高齢化

やグローバル化の進展、雇用環境の変容、地域社会・家族の変容、格差の再生

産・固定化、地球規模の課題への対応を克服するための方向性であります。 

特に、社会を生き抜く力の養成における成果目標は、幼稚園から高等学校にお

ける生きる力の確実な育成であり、成果指標として国際的な学力調査で世界トッ

プレベルを目指すことや、いじめ、不登校、高等学校中退者の状況改善、子供の

体力が昭和６０年ごろの水準を上回ることを目指すことなどが挙げられています。 

さらにそれぞれの成果目標として、社会的・職業的自立に向けた能力・態度や

グローバル人材の育成、意欲ある全ての者への学習機会の提供、安全・安心な教

育環境の確保、互助・共助による活力あるコミュニティの形成が挙げられていま

す。現行の学習指導要領は、小学校、中学校、高等学校と順次本格実施となり、

進められていますが、教育再生実行会議などの提言内容を踏まえ、その実現を図
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るために教育課程の改訂が必要になってきました。例えば、グローバル化に対応

した新たな英語教育の実現は、２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京

開催に合わせて小学校高学年に教科「英語」を導入し、外国語活動を中学年から

開始するというものです。一方で、伝統文化や歴史を重視する教育の充実も行わ

れます。道徳については、「特別な教科」として新たに位置づけられることも含

まれています。幼児教育無償化の実現、土曜授業導入の支援、教科書改革などの

制度改革も実施の動きです。 

滋賀県においては、国の動向を受けて第２期滋賀県教育振興基本計画を策定し、

滋賀の教育が目指す姿を「自立と共生に向け主体性、社会性を育む教育」と明ら

かにし、今後５年間に実施する施策と重点取り組みにおいて、１つに子供たちの

たくましく生きる力を育むこと、２つに子供たちの育ちを支える環境をつくるこ

と、３つに全ての人がともに育ち、社会を創る生涯学習を振興することを３本柱

として位置づけました。さらに、全国学力学習状況調査の結果を受け、新たに授

業改善や、教員の指導力の向上、家庭との連携を始め、結果分析にかかわる研究

や研修等の取り組み強化を実施することになりました。子供たちの体力向上にお

いても、とりわけ小学生の体力向上に向けて、市町１校のモデル校を設定し、創

意ある体力向上プランにより学校が一体となって推進することとしています。 

以上のような国、県の教育改革実行の動向を注視しながら、竜王町にあっては、

第五次総合計画の４年次を迎え、町の将来像「“ひと”育ちみんなで煌く交竜の

郷」に向かって一層着実に諸事業を推進していく年であります。とりわけ若者定

住、人口増加への取り組みは何よりも本町にとって喫緊の課題であり、人を大切

にし、人づくりへの投資を優先することがうたわれています。 

教育は百年の大計と言われるとおり、まちづくりに欠かすことのできない人づ

くりにかかわる諸事業を「教育でまちづくり」をモットーに、ことしも一層教育

委員会全体で推進し、「竜王町の未来を拓く心豊かでたくましい人づくり」に努

めてまいります。 

まず、学校教育分野においては、学校園における特色ある教育課程の編成とそ

の充実により、子供たちの確かな学力と豊かな人間性、健やかな体と体力の育成

を図ることに全力を挙げます。学力向上に向けては、授業改善、教員の指導力の

向上、ＩＣＴ機器の整備、家庭学習充実のための家庭との連携、ＰＴＡ学力向上

委員会の活性化、公民館の子ども勉強室の充実、さらに一人一人の子供にきめ細

かな指導を行うための３５人以下学級や支援員配置の継続、つまずき診断テスト
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の実施等、さまざまな角度から成果を求めてまいります。 

また、グローバル社会に向け、子供たちの英語によるコミュニケーション能力

の育成を図るため、文部科学省の外国語活動地域強化形成事業の継続とともに、

教育特区としても小中学校における英語教育を充実してまいります。スーセー・

マリー市との中学生国際交流は開始以来２０年の記念の年を迎えます。 

豊かな心の育成は、人格形成を図る教育として重視しなければなりません。図

書館と学校園との連携による読書活動の推進や道徳教育、人権教育の充実を図っ

ていきます。虹色お話し隊や読書貯金などの創意工夫ある読書活動や、ＰＴＡ連

絡協議会のファミリー読書の取り組みは、国語の学力向上にも成果となって出て

います。県教委指定人権教育総合推進事業２年次における成果も期待されます。 

健やかな体の育成と体力向上においては、特色のあったかごはんや高率な地産

地消による学校給食のさらなる充実や、食育の推進を図ることを初め、体育の授

業改善並びに学校園における体力向上の創意ある取り組みを推進することにより

向上を図ります。 

幼児期の教育は、就学前教育として生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な

ものであることから、基本的な生活習慣の育成や遊びを通しての集団の中で学ぶ

環境づくりを推進するとともに、子ども・子育て支援新制度の検討が進む中で、

竜王町にふさわしいあり方を求めていく必要があります。 

一方、社会教育においては、新社会教育法において、次代を担う自立した青少

年の育成に向けて、社会教育行政として社会全体で子供を育てる取り組みを進め、

地域の教育力の向上を図ることが重要視されており、竜王町においても公民館、

図書館において、生涯学習の諸講座を初め、学校支援地域本部活動やおひざでだ

っこのおはなし会、ブックスタート等の事業を一層推進します。 

また今年度より第２期子ども読書推進計画の策定に沿って事業推進に努めます。

家庭教育の重要性が増す中で、教育フォーラムを初めとした取り組みを推進して

まいります。 

スポーツ振興においては、２０２０東京オリンピック・パラリンピックや滋賀

国体開催に向けた意識の高揚や検討も進む中で、町においてはスポーツ推進計画

３年次を迎え、幼児からお年寄りまでの健康体力づくりを進めます。特にラジオ

体操とウオーキングを、地域やスポーツ推進員会を初め関係課・団体と連携を図

って取り組みます。 

明るく住みよいまちづくりを目指す人権教育の推進においては、人権意識調査
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を踏まえた竜王町人権教育・啓発基本方針を策定しましたので、その啓発と推進

に努めます。 

１１月、文化審議会答申により国史跡指定を受けた雪野山古墳は、竜王町内初

の国史跡となりました。ことしはその記念の年として、改めて雪野山古墳を学ぶ

事業を推進し、郷土の文化・歴史を学び育てる意識の醸成に努めます。 

青少年の健全育成に関しては、少年補導委員会や青少年育成町民会議、ＰＴＡ

連絡協議会等の関係機関、団体の活動に支えられていますが、今後も緊密に連携

を図ってまいります。 

最後に、教育環境の整備、特に学校園の施設整備においては、全校園における

空調設備の整備、竜王小学校校舎・体育館の改修、竜王中学校体育館の改修へと

進みました。今後は竜王幼稚園や中学校のグラウンド、テニスコート、プール等

の老朽化した諸施設について順次改修を進めて行く必要があります。また、給食

センターや竜王小学校の改築については、今後見通しを持って進めていく予定で

す。 

以上、これまで先進的な取り組みを年々取り入れながら築き上げてきた竜王町

の教育のよさを堅持しながら、時代の要請にも答えつつ、未来を見据え、教育に

熱心な町竜王町の一層の発展を目指し、「竜王町の未来を拓く心豊かでたくまし

い人づくり」を基本方針として、５つの重点目標のもとに、２９の重点施策と具

体的努力事項を設けて、着実な事業推進を図ってまいります。 

続きまして、４ページで重点目標と重点施策を挙げております。重点目標のみ

述べます。 

１つ目に、生きる力の確実な育成を図る学校園教育の推進、２つ目に、未来を

支える青少年の健全育成と子育て支援の充実、３つ目に、きずなづくりと活力あ

るコミュニティの形成を目指す生涯学習の推進と、次代への継承を目指す文化財

保護の推進、４つ目に、あらゆる差別のない明るく住みよいまちづくりを目指す

人権教育の推進、５つ目に、スポーツの日常化を目指した健康体力づくりの推進

であります。 

次の５ページからは重点施策につきましての説明を載せておりますので、御一

読いただけたらありがたいです。さらに、１６ページからは重点施策のもとの具

体的努力事項をそれぞれ挙げてあります。最後に、２４ページに平成２６年度の

成果指標を掲げております。目標達成に向けて、関係者一丸となって事業推進に

努めてまいりたいと思います。 
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なお、竜王町教育委員会事務事業評価委員会におきまして、これらの実施状況

につきまして、内部評価、外部評価を行い、その結果を公表する予定でございま

す。 

以上、簡単ではございますが、説明をさせていただきました。委員の皆様方に

は御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございま

す。 

○議長（蔵口嘉寿男） 以上で一般行政執行方針並びに教育行政基本方針の表明を

終結いたします。 

この際申し上げます。 

ここで午後２時まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４８分 

再開 午後 ２時００分 

○議長（蔵口嘉寿男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第 ６号 竜王町課設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ７号 竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一 

            部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ８号 竜王町再生可能エネルギー等導入促進基金条例 

日程第 ６ 議第 ９号 竜王町地域の元気臨時交付金基金条例 

日程第 ７ 議第１０号 竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第１１号 竜王町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議第１２号 竜王町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議第１３号 竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例の一部を改 

            正する条例 

日程第１１ 議第１４号 竜王町環境基本条例 

日程第１２ 議第１５号 竜王町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議第１６号 竜王町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議第１７号 竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

日程第１５ 議第１８号 竜王町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条 

            例の一部を改正する条例 

日程第１６ 議第１９号 平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 



- 16 - 

日程第１７ 議第２０号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第３号） 

日程第１８ 議第２１号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）補正予算（第５号） 

日程第１９ 議第２２号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第４ 

            号） 

日程第２０ 議第２３号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２１ 議第２４号 平成２５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            ２号） 

日程第２２ 議第２５号 平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第５号） 

日程第２３ 議第２６号 平成２６年度竜王町一般会計予算 

日程第２４ 議第２７号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）予算 

日程第２５ 議第２８号 平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）予算 

日程第２６ 議第２９号 平成２６年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第２７ 議第３０号 平成２６年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第２８ 議第３１号 平成２６年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第２９ 議第３２号 平成２６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３０ 議第３３号 平成２６年度竜王町水道事業会計予算 

日程第３１ 議第３４号 近江八幡市及び竜王町子ども療育事業に関する事務の事務 

            委託の廃止に関する協議について 

日程第３２ 議第３５号 町営土地改良事業の事業計画の変更について 

 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３ 議第６号から日程第３２ 議第３５号までの３

０議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま一括上程いただきました議第６号から議第３５号ま

での３０議案につきまして順を追って提案理由を申し上げます。 

まず、議第６号から議第２５号までの２０議案につきまして提案理由を申し上

げます。 

議第６号、竜王町課設置条例の一部を改正する条例につきましては、竜王町公
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民館に開設しております竜王町ふれあい相談発達支援センターにおいて、平成２

６年４月から新たに児童発達支援事業を開始するに当たり、組織体制の充実を図

るため、新たに発達支援課を設置させていただきたく、竜王町課設置条例の一部

改正をお願いするものであります。 

次に、議第７号、竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部

を改正する条例につきましては、障害者自立支援法の一部を改正し、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、通称、障害者総合支援法で

ございますが、これに改題する等の地域社会における共生の実現に向けて新たな

障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成２４年６月

２７日に公布され、その一部が平成２６年４月１日に施行されることに伴い、関

係する竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、竜王町特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、竜王町障害者総合支援条例及

び竜王町消防団員等公務災害補償条例について一部改正を行うものです。 

次に、議第８号、竜王町再生可能エネルギー等導入促進基金条例につきまして

は、滋賀県公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金を活用して設置する太

陽光発電設備において発生する余剰電力を電力会社へ売り払い、当該収益を今後

の再生可能エネルギー等の導入、または設備の維持管理の財源として充てるため、

今回、竜王町再生可能エネルギー等導入促進基金条例を制定し、基金を設置する

ものでございます。 

次に、議第９号、竜王町地域の元気臨時交付金基金条例につきましては、平成

２５年１月１１日に閣議決定されました日本経済再生に向けた緊急経済対策に伴

う地方公共団体における追加公共投資に係る地方負担額等に応じて交付される地

域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）を受けて、この一

部を地域の活性化及び雇用の創出を図るための事業に充てるため、今回竜王町地

域の元気臨時交付金基金条例を制定し、基金を設置するものでございます。 

次に、議第１０号、竜王町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきまして

は、火薬類取締法の規定に基づく火薬類の譲り受け許可及び煙火の消費許可に係

る審査事務について、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

第２条の規定に基づき処理しておりましたのが、これらの事務について、東近江

行政組合が共同処理する事務に追加されたことから、これに係る手数料徴収条例

の一部を改正するものです。 

次に、議第１１号、竜王町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例につき
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ましては、平成２５年６月１４日に公布された地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称第３次一括法

において社会教育法の一部改正が行われ、社会教育委員の委嘱の基準、定数及び

任期その他社会教育委員に関し必要な事項について、当該地方公共団体の条例で

定めることとされたことから一部改正するものでございます。 

内容としましては、竜王町の実情に照らして国の基準を上回る内容、または異

なる内容を定める特段の事情や地域の実情が認められないことから、国において

文部科学省令で定める基準を参酌して、社会教育委員の委嘱の基準を定めるもの

でございます。 

次に、議第１２号、竜王町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例に

つきましては、平成２５年６月１４日に公布された地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための法律、通称第３次一括法において、地方青少

年問題協議会法の一部改正が行われ、地方公共団体の長の地方青少年問題協議会

の会長職への充職規定及び同協議会委員の当該地方公共団体の長からの任命規定

が削除され、当該地方公共団体の条例において定めることとされたことから一部

を改正するものでございます。 

内容としましては、委員の基準を定めるほか、これまでの法律の規定と同様に

委員は町長が任命し、会長には町長がつくことについて定めるものでございます。 

次に、議第１３号、竜王町ふれあい相談発達支援センター設置条例の一部を改

正する条例につきましては、竜王町は、子ども療育事業を、昭和６０年より近江

八幡市ひかりの子に事務委託することにより実施してまいりましたが、児童福祉

法の改正により、本事業が児童発達支援事業として新たに位置づけられ、より身

近な地域でサービスが受けられる支援体制を整備していくという方向性が示され

ました。このようなことから、本町におきましても、法の目指すところにより、

本町単独の子ども療育事業を実施することで、より身近な地域での療育の提供を

行い、児童の健やかな成長を目標に、児童とその保護者への支援の充実を図るた

め準備を進めてまいりました。 

つきましては、平成２６年４月から、竜王町ふれあい相談発達支援センターに

子ども療育事業所を設置し、児童福祉法第６条の２第１項に規定する、障害児通

所支援事業のうち、児童発達支援及び保育所等訪問支援を実施するため、条例の

一部を改正するものでございます。 

次に、議第１４号、竜王町環境基本条例につきましては、自然と人、人と人と
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が調和し快適な生活を営むことができる健全で恵み豊かな生活環境、自然環境及

び文化的環境の保全及び創造に関する基本理念を定め、町民、事業者、通勤及び

観光等で竜王町に滞在する者並びに町の責務を明らかにするとともに、良好な環

境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、良好な環境の保全及び創造に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化

的な生活の確保に寄与することを目的として制定するものです。 

内容としましては、第３条において良好な環境の保全及び創造に関する基本理

念を明らかにし、第４条から第７条で町民、事業者、町内で活動する者、町の責

務を定めるとともに第８条及び第９条において町が講ずる環境の保全のための施

策の基本方針を定め、第１０条から第２３条において環境の保全のための施策等

を定め、第２４条において地球環境保全の推進を定め、第２５条において環境審

議会について規定しています。 

次に、議第１５号、竜王町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきま

しては、本町道路占用料の根拠として引用している道路法に基づく道路法施行令

別表が改正されたことにより、それに準じて本条例において所要の改正を行うも

のでございます。 

次に、議第１６号、竜王町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例につき

ましては、町道路占用料の根拠として引用している道路法に基づく道路法施行令

別表が改正されたことにより、それに準じて本条例において所要の改正を行うも

のでございます。 

次に、議第１７号、竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例につきまし

ては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律、通称第１次一括法におきまして地方公営企業法が一部改正

されたことに伴いまして、資本制度の見直しがされ、減債積立金などの積立義務

の廃止、議会の議決や条例による利益及び資本剰余金の処分が原則として可能と

なり、資本金の減少についても議会の議決を経れば可能となりました。 

本町においては、これまで利益及び資本剰余金の処分について、議会の議決を

経て処分をしてきたところでありますが、その内容についてあらかじめ明確にす

ることで継続性のある事業経営に資するため今回、毎事業年度に生じる利益の処

分方法、資本剰余金の処分及び欠損金の処理方法等の必要な事項を定める条例に

つきまして制定させていただきたいものでございます。 

次に、議第１８号、竜王町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条
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例の一部を改正する条例につきましては、消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律が平成２５年１２月１３日に公布・施行され、団員の処遇改善

のため、活動の実態に応じた適切な報酬・手当の支給について、必要な措置を講

ずることが義務づけられました。 

これに伴い、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正

され、退職報償金が引き上げられることとされたことから、今回条例の一部を改

正し退職報償金を見直すものでございます。 

次に、議第１９号、平成２５年度竜王町一般会計補正予算（第６号）につきま

しては、現在、お認めをいただいております補正予算（第５号）までの歳入歳出

予算額が、５７億３，９５６万９，０００円でございます。 

今回、この総額に歳入歳出それぞれ２，２９８万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５７億６，２５４万９，０００円とさせていただくもの

でございます。 

今回の補正予算の内容といたしましては、その多くは年度末を迎え、各事業費、

事務量の確定、またはその見込みにより、町税や国・県からの負担金や補助金な

どの歳入予算及び歳出予算の調整をさせていただくものでございます。 

主な内容としまして、歳入では、町税におきまして法人町民税について増額さ

せていただくものでございます。また、当初予算におきまして不足する一般財源

に充当するため予算化しておりました財政調整基金について減額させていただく

ものでございます。 

歳出では、国の平成２５年度補正予算（第１号）を活用して、篠原駅周辺都市

基盤整備事業を前倒して実施するため追加計上させていただくものでございます。 

また、今後の財政運営をより安定的に行うため財政調整基金への積立金を追加

計上させていただくもの、その他、国の平成２４年度補正予算（第１号）による

地域の元気臨時交付金の一部について地域の元気臨時交付金基金を創設し、これ

への積み立てを行うものです。 

さらに、年度末を迎え各事業の進捗状況を見ますと、一部の事業におきまして

遅延が生じているものが見受けられますことから、これら事業を翌年度に繰り越

して執行させていただきたく、繰越明許の措置をお願いすることと合わせまして、

地方債の変更及び廃止につきましても補正措置をお願いするものでございます。 

次に、議第２０号、平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）補正予算（第３号）につきましては、現在、お認めをいただいております補
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正予算（第２号）までの歳入歳出予算額が１１億６，０９３万１，０００円でご

ざいます。 

今回、総額から歳入歳出それぞれ１６万８，０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１億６，０７６万３，０００円といたしたいもので

ございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳出では、保険給付費について、決算

見込みにより一般被保険者療養給付費が３８２万５，０００円の増額、退職被保

険者等療養給付費が５９３万１，０００円の減額でございます。 

さらに、一般被保険者高額療養費が５９３万６，０００円の増額、退職被保険

者等高額療養費が２１７万７，０００円の減額、確定により、共同事業拠出金の

高額医療費共同事業拠出金が８４万３，０００円、保険財政共同安定化事業拠出

金が２８２万円のそれぞれ減額でございます。 

決算見込みにより諸支出金の一般被保険者保険税還付金が３０万円の増額、施

設勘定繰出金は、歯科保健事業の補助金の額の確定により８４万３，０００円の

増額でございます。 

歳入では決算見込みにより、一般被保険者国民健康保険税が４６４万４，００

０円の増額、退職被保険者等国民健康保険税が５０８万５，０００円の減額、国

庫支出金の療養給付費等負担金が２，５５８万３，０００円、財政調整交付金が

２７３万３，０００円のそれぞれ増額、決算見込みにより療養給付費等交付金が

４１７万９，０００円の減額、額の確定により前期高齢者交付金が３，４９２万

６，０００円の減額でございます。 

また、県支出金の財政調整交付金が１２１万５，０００円の増額、決算見込み

により保険財政共同安定化事業交付金が１０７万１，０００円の減額でございま

す。 

一般会計繰入金につきましては２３万８，０００円の増額、財政調整基金繰入

金が６００万円の増額でございます。 

前年度からの繰越金が３８１万１，０００円、諸収入では、一般被保険者第三

者納付金が９８万２，０００円のそれぞれ増額でございます。 

次に、議第２１号、平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘

定）補正予算（第５号）につきましては、現在、お認めをいただいております補

正予算（第４号）までの歳入歳出予算額が医科１億６８９万７，０００円、歯科

４，９８０万円でございます。 
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今回、医科については総額から歳入歳出それぞれ９４０万円の減額、歯科につ

いては総額に歳入歳出それぞれ３８７万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ医科９，７４９万７，０００円、歯科５，３６７万２，

０００円といたしたいものでございます。 

補正予算の主な内容といたしまして、医科につきましては、決算見込みにより、

歳入では診療収入の外来収入が１，０９８万円、基金繰入金が２９０万円それぞ

れ減額、前年度繰越金を４５９万１，０００円の増額、雑入を１１万１，０００

円の減額でございます。 

歳出では、主に決算見込により施設の管理運営に係る一般管理費が６２８万８，

０００円の減額、医業費では決算見込みにより医薬品衛生材料費が２７１万２，

０００円の減額でございます。 

歯科につきましては、歳入では決算見込みにより診療収入が１１０万円の増額、

繰入金が１４９万８，０００円の減額、前年度繰越金が４２７万円の増額でござ

います。 

歳出では、決算見込みにより医療用消耗器材費が７０万円の増額、財政調整基

金積立金への積立金について３６２万９，０００円の増額でございます。 

次に、議第２２号、平成２５年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第４

号）につきましては、現在、お認めいただいております補正予算（第３号）まで

の歳入歳出予算額が６億４，４２９万９，０００円でございます。 

今回、総額から歳入歳出それぞれ１，９８４万３，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億２，４４５万６，０００円といたしたい

ものでございます。 

補正予算の主な内容は、平成２５年度の執行調整等によるもので、分担金収入

及び繰越金の増額、寄付金及び町債の増額、国庫支出金及び繰入金の減額、事業

費精査及び執行残によります減額でございます。 

また、執行調整によります、地方債の変更につきまして補正措置をお願いする

ものでございます。 

次に、議第２３号、平成２５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第４号）

につきましては、現在、お認めいただいております補正予算（第３号）までの歳

入歳出予算額が７億６，７４５万円でございます。 

今回、総額から歳入歳出それぞれ２９５万８，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７億６，４４９万２，０００円といたしたいもので
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ございます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳入におきましては、保険料が２２１

万８，０００円の減額、保険給付費に見合うルール分の負担として、国、県、支

払基金などの公費負担合計額が１，４６７万２，０００円、一般会計からの繰入

金が５４万３，０００円のそれぞれ減額、介護給付費準備基金繰入金が１，２９

０万３，０００円、繰越金が１５７万２，０００円のそれぞれ増額でございます。 

歳出におきましては、決算見込みにより、要介護認定を受けられた方の介護サ

ービス等諸費が２７４万円の増額、要支援認定を受けられた方の介護予防サービ

ス等諸費が６７５万円の減額、特定入所者介護サービス等費が４０万円、高額医

療合算介護サービス等費が８５万円のそれぞれ増額、また地域支援事業費といた

しまして、１９万８，０００円の減額でございます。 

次に、議第２４号、平成２５年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）につきましては、現在、お認めをいただいております補正予算（第１号）

の歳入歳出予算額が８，１９２万３，０００円でございます。 

今回、総額に歳入歳出それぞれ２７万７，０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８，２２０万円といたしたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳入では、収納額を精査し後期高齢者保険

料が４８万９，０００円の増額、繰入金では、事務費繰入金が１８万３，０００

円、保険基盤安定繰入金が５０万４，０００円のそれぞれ減額、前年度繰越金が

４６万５，０００円の増額、保険料還付金が１万円の増額をいたしたいものでご

ざいます。 

歳出では、徴収費を４，０００円、後期高齢者医療広域連合納付金を２６万３，

０００円、保険料還付金を１万円のそれぞれ増額をいたしたいものでございます。 

次に、議第２５号、平成２５年度竜王町水道事業会計補正予算（第５号）につ

きましては、平成２５年度竜王町水道事業会計の第３条で定めました収益的収入

の既決予定額３億２，４４４万５，０００円から１２５万円を減額し、３億２，

３１９万５，０００円に、収益的支出の既決予定額３億３，７９７万８，０００

円から４２０万４，０００円を減額し、３億３，３７７万４，０００円に、また、

第４条で定めました資本的収入の既決予定額９，８００万円から５４２万８，０

００円を減額し、９，２５７万２，０００円に、資本的支出の既決予定額１億４，

３９５万２，０００円から１，８１７万８，０００円を減額し、１億２，５７７

万４，０００円とさせていただきたいものでございます。 
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補正予算の主な内容といたしましては、収益的収入につきまして、営業外収益

の町補助金のうち課長に係る人件費について、人事異動に伴い１２５万円の減額、

また、収益的支出につきましては、営業費用の配水及び給水費といたしまして山

中及び薬師配水池に係る不断水清掃点検業務、弓削水源地撤去に伴います設計業

務及び漏水調査業務等に係る委託料が３０８万６，０００円、総係費といたしま

して人件費が９５万１，０００円のそれぞれ減額、営業外費用の雑支出といたし

まして不納欠損処分予定額の増に伴い３０万円を増額するものでございます。 

資本的収入につきましては、他会計負担金といたしまして、保育園上水道管新

設工事及び消火栓新設工事に伴う負担金が５４２万８，０００円の減額、資本的

支出につきましては、建設改良費といたしまして、番馬橋及び足洗川橋の水管橋

布設替工事に伴う設計委託料が２６４万円、同工事及び保育園上水道管新設工事

に伴う工事請負費１，５５３万８，０００円についてそれぞれ減額するものでご

ざいます。 

また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足いたしますので、第４条括弧書

きで定めております補てん財源につきましても改正させていただくとともに、第

３条の人件費補正に伴い、予算第７条に定めております議決を経なければ流用す

ることができない経費となる職員給与費、さらに、第３条の補助金補正に伴い、

予算第８条に定めております他会計からの負担金につきましても改正させていた

だくものでございます。 

以上、議第６号から議第２５号までの２０議案につきまして、提案理由を申し

上げたところでございますが、議第１９号及び議第２２号につきましては、詳細

について担当課長より説明させますので、よろしく御審議を賜り御承認をいただ

きますようお願い申し上げ、提案理由とさせていただきます。 

○議長（蔵口嘉寿男） この際申し上げます。 

ここで午後２時５５分まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３９分 

再開 午後 ２時５５分 

○議長（蔵口嘉寿男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

奥総務課長。 

〇総務課長（奥 浩市） ただいま、町長から議第１９号、平成２５年度竜王町一

般会計補正予算（第６号）について、提案理由の説明があったわけでございます

が、さらにその内容についてお手元配付の補正予算の概要により説明させていた
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だきます。 

まず、歳入予算では町税につきまして、納税者数の減及び課税対象所得の減に

より個人町民税が２，０１９万円の減額でございます。一方、法人町民税におい

ては町内企業の業績が堅調であることを受けまして３億９，４００万円の増額で

ございます。また、普通交付税の不交付に連動して特別交付税が１，５００万円

の減額でございます。 

次に、日野川流域土地改良区におきまして国からの国庫補助の増額内示があっ

たことから、基幹水利施設管理事業地元分担金について６３６万５，０００円を

減額し、財源振替を行うものでございます。 

次に、保育所運営費負担金が執行見込みにより４７７万７，０００円の減額で

ございます。 

次に、国庫支出金のうち、障害者自立支援給付費負担金、社会資本整備総合交

付金の道路改築分及び橋梁長寿命化修繕分について執行見込みによる補正でござ

います。 

次に、地域の元気臨時交付金でございます。それぞれ充当先別に区分しており

ますが、こちらにつきましては、国の平成２４年度第１号補正予算による地域の

元気臨時交付金３億１１０万３，０００円の交付内示をいただきました。このう

ち２億１，５９３万４，０００円につきましては、平成２４年度３月補正にて前

倒しいたしました竜王インター周辺地区整備及び町道路面性状調査に係る事業費

へ、また２４５万７，０００円については今年度補正予算において、日野川流域

土地改良区負担金に充当するため、それぞれ予算を既に計上しておりますので、

実質的にはこれらを差し引いた８，２７１万２，０００円が活用可能な上限とな

ります。この８，２７１万２，０００円をこの交付金の充当可能経費である起債

の対象となる経費へそれぞれ充当するものでございます。 

なお、道路改築分では平成２５年度において起債の充当を予定しておりました

町道七里山面線道路拡幅事業へ２，２００万円、町道松陽台安養寺線新設事業の

うち町単独事業分へ５０万円を充当することに加えまして、県単独土木建設事業

負担金へ３３６万円の充当、消防施設整備につきましては、小型動力ポンプ整備

事業へ１５４万円及び消防自動車整備事業へ２９９万円をそれぞれ充当するもの

でございます。 

基金につきましては、先に申し上げました事業充当後の同交付金の残額が５，

２３２万２，０００円となりますことから、これを基金に積み立てて、平成２６
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年度の地方単独事業へ充当をさせていただくものでございます。 

次に、県支出金のうち、障害者自立支援給付費負担金、基幹水利施設管理事業

補助金については、執行見込みによる補正でございます。 

次に、財産収入・繰入金・繰越金・諸収入のうち土地建物貸付収入につきまし

ては三井アウトレットパークへの観光駐車場の貸付等により３５９万５，０００

円の増額でございます。 

財政調整基金繰入金につきましては、当初予算において不足する一般財源の充

当のため予算計上しておりましたが、税収の増等によりこれの組み戻しが可能と

なりましたことから４億５，７００万円を減額するものでございます。ただし、

台風１８号の災害対策に充当するため補正予算（第３号）で追加計上しておりま

す５，５１８万７，０００円については、計上のとおり執行とさせていただくも

のでございます。 

教育厚生施設等基金繰入金につきましては、今補正予算で計上しております西

小学校のグラウンドフェンス設置に充当するための追加を含み、その他事業の執

行見込みにより４８０万円の増額でございます。 

前年度繰越金につきましては、２，７１８万９，０００円の増額、コミュニテ

ィ助成事業助成金が執行見込みにより２２０万円の減額、竜王インター周辺地区

整備協力金が執行見込みにより３，３４６万７，０００円の増額でございます。 

次に、町債でございますが、地方道路等整備事業債及び各社会資本整備事業債

につきましては、執行見込みに加えまして、国庫支出金で申し上げました地域の

元気臨時交付金を充当することにより減額するものもありますが、これらを調整

の上補正措置するものでございます。 

篠原駅周辺都市基盤整備事業債は、国の平成２５年度第１号補正予算を活用す

るため一部事業を前倒して実施することから、これにより増額するものでござい

ます。 

次に、歳出予算といたしましては、多くのものが年度末を前に既に執行が終わ

った予算残額の減額、または決算見込みによる減額補正となっておりますので、

主なものについて御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

まず、篠原駅周辺都市基盤整備事業負担金１，４７１万９，０００円につきま

しては、本年度決算見込みによる減額があるものの、平成２６年度において予定

しておりました事業の一部について、国の平成２５年度第１号補正予算の充当を

念頭に、平成２５年度へ前倒して予算計上するため、これを追加するものでござ
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います。 

次に、介護保険システム改修業務委託料１６１万７，０００円でございますが、

本年４月１日の消費税増税に伴う介護報酬改定に係る改修でございます。 

続きまして、後期高齢者医療負担金（過年度精算分）につきましては、このた

び平成２４年度の負担金精算が行われた結果、追加の負担金支出が必要となりま

した分２０４万２，０００円の増額、保育所整備関連水道工事負担金につきまし

ては、新設の民間保育所コスモス保育園の整備に係る水道工事につきまして、執

行見込みにより６１１万１，０００円を減額させていただくものでございます。 

続きまして、（仮称）町道松が丘不動尊線道路新設測量設計業務委託料２０１

万６，０００円の減額でございますが、本年度町内小口地先の広谷川について、

県事業にて河川改修が予定されており、これと機を合わせる形で当初予算へ測量

設計業務に係る委託料を計上したところでございますが、現実には、この河川改

修の進捗が県において予算計上の点からもなかなか厳しい状況になっており、本

町が予算計上しております町道の設計においても影響がある改修でありますこと

から、今回その全額を減額させていただくものでございます。 

続きまして、西小グラウンドフェンス設置工事８２９万１，０００円でござい

ますが、こちらにつきましては、竜王西小学校グラウンドに近接して建設されま

したコスモス保育園へボール等が入り込むことが懸念されますことから、学校開

放の御利用団体からの御要望も受けまして、フェンス設置に係る予算を追加させ

ていただくものでございます。 

続きまして、財政調整基金、減債基金及び災害対策基金の各積立金合計１億２，

８４５万４，０００円につきましては、本年度見込みによる町税収入等の増減補

正等を含めた歳入歳出の決算見込みの結果、財政調整基金を初め合計３つの各基

金へ、それぞれ積み立てを行うものでございます。 

続きまして、地域の元気臨時交付金基金積立金でございます。歳入予算の御説

明で申し上げましたとおりですので説明は省略させていただきますが５，２３２

万２，０００円を積み立てるため追加するものでございます。 

続きまして、総合庁舎別館火害診断調査業務委託料９７万７，０００円でござ

いますが、さきの町有線放送事務所の火災を受けまして、庁舎別館２階のうち有

線事務所とその周辺部分について、火災によって鉄筋コンクリート内部の鉄骨部

分等の強度等においてどの程度の影響が出ているかを調査するため、これに係る

委託料でございます。 
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続きまして、人件費補正でございますが、今年度の執行見込みによりまして、

不足を見込みます分の増額に加えまして、本年度末退職予定の職員に対する退職

手当給付に当たって、退職手当組合からの給付額との差額２，２００万円強でご

ざいますが、これを含めた２，３４１万２，０００円について増額するものでご

ざいます。 

次に、繰越明許費でございますが、事業の遅延等によりまして、篠原駅周辺都

市基盤整備事業の２，４６８万７，０００円、子ども・子育て支援事業計画策定

事業の１，３５０万円、勤労福祉会館管理事業の２５１万６，０００円、土木総

務・一般管理事業の３３０万２，０００円、道路橋梁維持補修事業の２，５６０

万円、町単独道路橋梁改良事業の２，９７６万円、竜王インター周辺地区整備事

業の３億９１７万５，０００円、定住化促進事業の６３万円、防災情報通信設備

管理事業の９１万８，０００円、竜王西小学校施設整備事業の８２９万１，００

０円、農業用施設災害復旧事業の４，７３４万１，０００円及びその他公共公用

施設災害復旧事業の９７万７，０００円について、それぞれ地方自治法第２１３

条第１項の規定により繰越明許措置をお願いし、平成２６年度に繰り越して事業

を執行するものでございます。 

また、地方債補正でございますが地方道路等整備事業、社会資本整備事業（道

路改築）及び消防防災設備整備事業につきましては、歳入予算で御説明申し上げ

ましたとおり、地域の元気臨時交付金を充当すること等により、変更または廃止

させていただくもの、また篠原駅周辺都市基盤整備事業及び社会資本整備事業

（橋梁長寿命化修繕）につきましては、一部事業の前倒し計上による追加でござ

います。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第１９号、平成２５年度竜王町一般

会計補正予算（第６号）の概要を申し上げ、説明といたします。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 徳谷上下水道課長。 

〇上下水道課長（徳谷則一） 引き続きまして、議第２２号、平成２５年度竜王町

下水道事業特別会計補正予算（第４号）につきまして、その内容を御説明申し上

げます。 

一般会計及び特別会計の歳入歳出補正予算に関する説明書９７ページからの下

水道事業特別会計補正予算（第４号）の事項別明細書によりまして説明申し上げ

ます。 
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まず、歳入の関係で主な項目について、御説明申し上げます。 

９９ページの分担金について、新たに公共下水道へ接続されました事業所等か

らの納入に伴い、１４２万円の増額をさせていただくものでございます。 

次に、国庫支出金について、入札執行残に伴い、６８２万円の減額、寄付金に

ついて、財団法人滋賀県下水道公社の残余財産の処分に伴い、２５１万７，００

０円の増額、繰入金について、事業精査等に伴い、２，８０５万６，０００円の

減額、次のページに移りまして、繰越金について８７９万６，０００円の増額、

町債について、台風１８号の影響によります流域下水道施設の災害復旧に伴い、

琵琶湖流域下水道事業債２３０万円の増額をさせていただくものでございます。 

次に、歳出の関係で主な項目について、御説明申し上げます。 

１０１ページ、公共下水道事業費の一般管理費につきまして、３年以内に水洗

便所へ改造された場合の奨励金１３万５，０００円の減額、水洗化促進活動によ

る報償金１万８，０００円の減額でございます。 

次に、施設管理費につきましては、人件費５８万１，０００円の減額、執行調

整等によりますマンホールポンプ電気料２５万円の減額、委託料３５万円の減額、

琵琶湖流域下水道への排水汚水量に伴う琵琶湖流域下水道維持管理負担金５５０

万円の減額でございます。 

次に、管渠築造費につきましては、人件費８６万４，０００円の減額、公共下

水道施設老朽管調査・長寿命化計画策定業務の入札執行残及び事業精査に伴い、

委託料１，３８０万円の減額でございます。 

次に、議案書の５５ページ、第２表の地方債補正の関係でございますが、地方

債の限度額を、流域下水道事業で２３０万円を増額し、３，８４０万円とさせて

いただくものでございます。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第２２号、平成２５年度竜王町下水

道事業特別会計補正予算（第４号）の内容説明といたします。 

○議長（蔵口嘉寿男） 竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 次に、議第２６号から議第３５号までの１０議案につきまし

て提案理由を申し上げます。 

議第２６号、平成２６年度竜王町一般会計予算につきましては、一般会計予算

の総額は､歳入歳出総額それぞれ６１億２，５００万円と定めるものでございま

す。前年度当初予算と比較いたしますと総額で１億４，８００万円の減少、率に

して２．４％の減となるものでございます。 
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本年度予算に関する基本的な考え等につきましては、先ほど述べました行政執

行方針のとおりでございますが、新規事業など主な内容につきまして、第五次竜

王町総合計画における基本理念に基づいて申し上げますと、「豊かな自然と歴史

を誇れるまちづくり」といたしましては、新たに農業や農村の多面的機能の発揮

のため営農活動に対する支援として環境保全型農業直接支援対策事業について、

また、多くの一級河川を抱える本町において、良好な景観の確保に加えて、増水

時における氾濫防止等防災上の点からも重要となる河川愛護作業補助金の交付に

ついて引き続き実施してまいりたいと考えております。 

「みんなが安心して暮らせるまちづくり」といたしましては、（仮称）竜王消

防出張所の整備、発達に課題のある子供とその家庭や通所する園等への専門的な

支援の実施、民間事業者による小規模多機能型居宅介護施設整備のための補助金

の交付、住民の安全安心な生活の確保のため防災情報通信設備の整備及びその調

査研究、消火栓の設置更新、計画的な防災資機材の更新、町道及び橋梁の維持修

繕、引き続き小中学校の３５人学級実現に向けた、町単独費による教員の加配措

置、中学校においてタブレット端末等のＩＣＴ機器の整備などを行ってまいりま

す。 

「チャンスを活かすたくましいまちづくり」といたしましては、前年度から引

き続いての、若者等の定住促進に向けた住宅リフォーム助成事業、滋賀竜王工業

団地の整備に係る事業を実施したいと考えております。また、教育特区としての

小学校での英語科推進事業のため英語講師の配置、小学生の学力向上のため学校

の長期休暇中において子ども学力アップ教室を開催いたします。 

「町民と行政の協働により築くオリジナルのまちづくり」といたしましては、

我が町が目指す目標の実現に向けて、住民と行政がともに住みよいまちを築く取

り組みとして、平成２５年度に引き続き自発的な活動を促進するような、まちづ

くりに資する活動を行う団体等に対して補助金を交付するまちづくり活動支援事

業、及び自治会におけるまちづくり計画の策定を支援するコミュニティ支援事業、

スーセー・マリー市への友好親善使節団の派遣、また、スーセー・マリー市の中

学生の受け入れ、福島県新地町から小学生を招待しての交流、学校支援地域本部

への統括マネジャーの配置等について実施いたします。 

なお、今後におきましては、引き続き第五次竜王町総合計画において竜王町が

目指すまちづくりの実現に向けて、町行政が一丸となり、着実に各施策を進めさ

せていただく所存でありますとともに、議員各位の格別の御理解と御協力を賜り
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ながら、鋭意取り組んでまいりたいと存じます。 

次に、議第２７号、平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）予算につきましては、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ１１億８，７７０

万円と定めるものでございます。 

前年度当初予算と比較いたしますと、１億２，９５０万円の増額、率にします

と１２．２％の増となるものでございます。 

主な内容といたしましては、歳出では前年度からの医療費の伸びを踏まえて、

保険給付費が前年度に比べて１億１，２９２万２，０００円増額、率にして１５．

８％の増、内訳として療養諸費が１億４５６万２，０００円、高額療養費が８２

１万円、葬祭費が１５万円のそれぞれ増額でございます。 

後期高齢者支援金等につきましては、高齢者の医療費が増加傾向にあるため４

４４万３，０００円の増額、介護納付金につきましては、介護保険事業費の増加

に伴い３３万円の増額、共同事業拠出金につきましては、過去３カ年の平均医療

費の上昇を踏まえ２１３万円の増額としております。 

また、保健事業費につきましては、特定健診及び若年健診の受診率の伸びを見

込み２９３万３，０００円の増額、諸支出金につきましては、施設勘定繰出金を

歯科保健センター事業に伴う分として１００万円の増額でございます。 

歳入につきましては、歳出に対して国庫支出金、県支出金、療養給付費等交付

金、共同事業交付金及び前期高齢者交付金をルールに従いそれぞれ見込ませてい

ただいております。つきましては、適正に事務処理を行い、歳出に見合う税率と

なるよう改正を検討するとともに財政調整基金より繰り入れを行いながら、安定

した財政運営に努めてまいります。また、税の公平性の観点からも引き続き未納

対策にも努めてまいります。 

次に、議第２８号、平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘

定）予算につきましては、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ、医科８２０万円

及び歯科５，１１０万円と定めるものでございます。 

前年度当初予算と比較いたしますと、医科につきましては７，５４０万円の減

額、率にして９０.２％の減、歯科につきましては１３０万円の増額、率にして

２．６％の増とするものでございます。 

医科につきましては、平成２６年度より指定管理者制度による管理運営を行い、

地域医療の充実を図ってまいります。また、訪問診療にも引き続き取り組んでま

いります。歯科につきましても、引き続き歯科保健センターを中心に予防啓発に
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努め、外来診療を中心に、早期予防並びに早期治療に取り組んでまいります。 

また、健康推進並びに福祉部門と連携し、保健事業や介護予防事業にも積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、議第２９号、平成２６年度竜王町学校給食事業特別会計予算につきまし

ては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，０９０万円と定めるものでご

ざいます。 

前年度当初予算と比較いたしますと、２９０万円の増額、率にしますと５．

０％の増とするものでございます。 

歳入といたしましては、給食費負担金が６，０８８万６，０００円、繰越金が

１万円、諸収入として預金利子と消費税還付金で４，０００円を計上いたしてお

ります。 

歳出といたしましては、給食に係る資材費等でございます。 

次に、議第３０号、平成２６年度竜王町下水道事業特別会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億３，７６０万円と定めるもので

ございます。 

前年度当初予算と比較いたしますと４００万円の減、率にして０．６％の減と

なるものでございます。 

農業集落排水事業につきましては、２地区２処理施設のさらなる効率的な維持

管理と、事業運営に努めてまいりたいと考えております。 

一方、公共下水道事業につきましては、面整備の完了いたしました地区ごとに

供用開始を行い、施設の維持管理に努めているところでございますが、皆様方の

御理解、御協力をいただきまして、さらなる水洗化の促進に努めてまいりたいと

考えております。 

今後につきましては、おおむね、住居系の面整備も完了し、維持管理の時代と

なり、さらなる施設の維持管理の推進が図れるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

次に、議第３１号、平成２６年度竜王町介護保険特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億３，９６０万円と定めるものでござ

います。 

前年度当初予算と比較しますと、１億４，３８０万円の増額、率にして２０．

７％の増となり、増加しております保険給付費を勘案したものでございます。 

歳出の保険給付費につきましては、要介護認定を受けられた方の介護サービス
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等諸費や要支援認定を受けられた方の介護予防サービス等諸費、住民税非課税等

の低所得者の方の施設利用に対する補足的給付としての特定入所者介護サービス

等費で１億３，９２４万円の増でございます。 

地域支援事業費につきましては、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業費

により、地域支援事業費全体として、３８７万４，０００円の増でございます。 

歳入につきましては、介護保険料が１億３，９８３万８，０００円で、前年度

当初予算に比べ２６６万１，０００円の増と見込んでおります。そのほか国庫支

出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金につきましては、保険給付費や地域支

援事業費の費用負担のルールに基づき収入額を見込む一方で、諸収入について、

平成２６年度において見込む財源不足額を補填するため、財政安定化基金貸付金

４，１９５万４，０００円を新たに計上させていただいております。 

今後とも、介護保険制度を持続可能なものとし、適正な介護サービスが受けら

れるよう健全な財政運営を行い、地域で安心して暮らすことのできるまちづくり

を目指してまいりたいと考えております。 

次に、議第３２号、平成２６年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算につきま

しては、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ、８，７３０万円と定めるものでご

ざいます。前年度当初予算と比較いたしますと、５１０万円の増、率にして６．

２％の増となるものでございます。 

歳入の主な内容につきましては、後期高齢者の保険料の改定に伴い保険料が６，

１３６万１，０００円で前年度当初予算に比べて３３６万円の増額としておりま

す。また、使用料及び手数料が２，０００円、町のルール分の負担金として一般

会計からの繰入金が２，５６８万８，０００円で前年度当初予算に比べ１６９万

７，０００円の増額、繰越金が１，０００円、諸収入が２４万８，０００円と見

込ませていただいております。 

歳出の内容につきましては、総務費は１０５万９，０００円で前年度に比べ９

７万８，０００円の減額でございます。 

後期高齢者医療広域連合納付金は、８，５９９万７，０００円で前年度に比べ

６０３万５，０００円の増、率にして７．５％の増としております。この納付金

につきましては、後期高齢者医療の被保険者が納めた保険料等を滋賀県後期高齢

者広域連合へ納付するものでございます。 

また、諸支出金は２４万４，０００円としております。 

次に、議第３３号、平成２６年度竜王町水道事業会計予算につきましては、収
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益的収入の予定額を３億８，２８８万４，０００円及び収益的支出の予定額を３

億８，１３２万３，０００円、資本的収入の予定額を８５４万４，０００円及び

資本的支出の予定額を１億２，５２５万３，０００円と定めるものでございます。 

水道事業につきましては、ライフラインの基盤整備として、今日的な課題であ

る管路施設の耐震化について、年次計画による改良を進め、安全で安心な水道水

の供給ができるよう一層の努力を行います。合わせて、経営の健全化と、施設の

効率的な維持管理に努め、さらに、公営企業としての経済性を発揮するよう一層

の努力をいたすものでございます。 

続きまして、議第３４号、近江八幡市及び竜王町子ども療育事業に関する事務

の事務委託の廃止に関する協議につき議決を求めることについてにつきましては、

これまで子ども療育事業を、近江八幡市へ事務委託してまいりましたが、当該事

務委託について平成２６年３月３１日をもって廃止するに当たり、当該事務委託

の廃止に関する協議を行いたく、地方自治法第２５２条の１４の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。 

次に、議第３５号、町営土地改良事業の事業計画の変更についてにつきまして

は、近江八幡市、東近江市、日野町及び竜王町の２市２町にわたる日野川沿いの

農地に対し、国営土地改良事業で造成されたダム、揚水機場、送用水路等の施設

の維持管理について、基幹水利施設管理事業として平成８年度から事業計画を策

定し実施してきたところですが、当該事業計画のうち、経年の農地転用等による

地籍の変更や整備補修費を国営施設機能保全事業で実施することによる維持管理

費の変更を行うため、土地改良法第９６条の３第１項の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

以上をもちまして、議第６号から議第３５号までの３０議案につきまして説明

を申し上げたところでございますが、議第２６号、議第２７号、議第２８号、議

第３０号、議第３１号及び議第３３号の詳細につきまして、順次各担当課長より

説明させますので、よろしく御審議を賜り御承認をいただきますようお願い申し

上げ、提案理由とさせていただきます。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 奥総務課長。 

〇総務課長（奥 浩市） ただいま、町長から議第２６号、平成２６年度竜王町一

般会計予算について、提案理由の説明があったわけでございますが、さらにその

内容について、お手元に配付しております提出議案説明資料に基づき御説明申し

上げます。 
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まず、３６ページをごらんください。歳入予算の状況でございますが、町税が

３１億９，９０５万３，０００円で、前年度に比べて１億８，８９７万円の増、

率にして６．３％の増と見込んでおります。 

これは、個人町民税が納税者数及び課税対象所得が減少していることから、１，

９３５万円の減とした一方で企業の業績が引き続き堅調に推移すると見込み、法

人町民税を８，３１８万円の増、固定資産税においても平成２５年度の町内企業

の動向等を踏まえつつ１億２，４０９万円の増としたことによるものでございま

す。 

地方譲与税につきましては、総務省または県推計値等により、おおむね前年度

並みと見込んでおります。 

県税交付金につきましては、消費税率の改定や自動車取得税の改定等を受けま

して２億１，５７０万円とし、前年度比２，６２０万円の増、率にして１３．

８％の増としております。 

地方特例交付金につきましては、７００万円とし、２００万円の減、率にして

２２．２％の減としております。 

地方交付税につきましては、前年度に引き続き普通交付税が不交付となること

が見込まれることに加え、これに関連して特別交付税においても１，５００万円

の減、率にして５０％の減とし、地方交付税総額で１，５００万円としておりま

す。 

分担金及び負担金については、基幹水利施設管理事業に係る地元分担金及び民

間保育所の新設により保育所運営費負担金が増加することから、総額で９，２１

７万８，０００円を計上し、３５．１％の増としております。 

使用料及び手数料につきましては、幼稚園保育料を初め、預かり保育料、通

園・通学自動車使用料、法定外公共物使用料、戸籍住民登録手数料等により総額

で３，５８０万３，０００円を計上し、５．７％の減としております｡ 

国庫支出金につきましては、滋賀竜王工業団地整備に係る事業分を減額し計上

したこと等により５億８，８３８万４，０００円とし、前年度に比べまして３億

７，４８４万７，０００円の減、率にして３８．９％の減としております。 

県支出金につきましては、３億８，７５０万２，０００円とし、前年度に比べ

まして１６２万３，０００円の減、率にして０．４％の減としております。 

繰入金につきましては、不足する一般財源に充てるため財政調整基金からの繰

り入れ４億１８１万４，０００円を、平成２５年度一般会計補正予算（第６号）
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で積み立ての予算を計上いたしました地域の元気臨時交付金基金から１，３１０

万円を繰り入れるなど、繰入金総額といたしまして４億１，９９１万５，０００

円、９．９％の減としております。 

諸収入につきましては、滋賀竜王工業団地整備に係る事業による竜王インター

周辺地区整備協力金の減額等によりまして、前年度に比べ５．８％の減、総額で

９億１，３９８万６，０００円の計上としております。 

町債につきましては、１億７，１９０万円を計上しておりまして、前年度に比

べ１億６９０万円、率にして１６４．５％の増となっております。これは、（仮

称）竜王消防出張所の建設に伴う整備に係る緊急防災減災事業債を新たに計上し

たこと等によるものでございます。 

次に、６１ページをごらんいただきたいと思います。主な事業等を第五次竜王

町総合計画の基本理念に基づく分類ごとに申し上げますと、まず、「豊かな自然

と歴史を誇れるまちづくり」でございますが、鏡山鳴谷散策道の修繕工事を含む

ふるさと歴史の森管理事業が６１万８，０００円、環境保全型農業直接支援対策

事業が１，７２１万４，０００円、農業体験や料理教室の開催事業委託料を含む

緊急雇用創出特別事業が１，１１１万４，０００円、河川愛護作業補助金を含む

河川総務費・一般管理が１，２５５万１，０００円などでございます。 

次に、「みんなが安心して暮らせるまちづくり」でございますが、道路照明灯

などのＬＥＤ化を順次進める経費を含む交通安全施設等維持修繕費が５８３万２，

０００円、災害時要援護者支援事業が３２万４，０００円、６２ページ中段に移

りまして、高齢者福祉施設等整備事業が３，２４０万円、臨時福祉給付金事業３，

２２０万７，０００円、保育所運営費が１億８，１８８万７，０００円、子育て

世帯臨時特例給付金事業が２，０５４万７，０００円、児童発達支援事業が１，

１２３万６，０００円、ふれあい相談発達支援事業が５，６７６万１，０００円、

６３ページに移りまして、道路橋梁維持補修費が７，２９７万９，０００円、消

火栓設置事業が４９８万８，０００円、防災資機材整備事業が７０３万７，００

０円、防災情報通信設備整備事業が２７４万４，０００円、小学校管理費及び、

６４ページの中学校管理運営費において、３５人学級の実現を図るため小中学校

への町単独費による嘱託講師措置について、引き続き配置することに加えまして、

教育特区として小学校での英語科推進事業のため英語講師を１名配置する経費を

計上しております。 

また、６４ページの中学校コンピュータ整備事業では、タブレット端末等のＩ
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ＣＴ機器の整備を含み４８５万１，０００円を計上しております。 

次に、「チャンスを活かすたくましいまちづくり」でございますが、篠原駅周

辺都市基盤整備事業費が２，８４９万円、高齢者地域就業促進委託として緊急雇

用創出特別推進事業が３１２万８，０００円、定住促進住宅リフォーム助成事業

が１，０００万円、竜王インター周辺地区整備事業が９億６，２４４万円、緊急

雇用制度を活用して実施する特別支援教育分野人材育成支援事業が１，２１２万

円、６５ページに移りまして、地域子ども教室推進事業が２４４万９，０００円

などでございます。 

次に、「町民と行政の協働により築くオリジナルのまちづくり」でございます

が、コミュニティ支援事業が１０万円、まちづくり活動支援事業が１６０万円、

スーセー・マリー市友好親善使節団派遣事業が３５９万５，０００円、スーセ

ー・マリー市中学生交流受入事業が８９万２，０００円、小学生地域間交流受入

事業が９０万６，０００円、学校支援地域本部事業が２１３万円などでございま

す。 

次に、「その他」といたしまして、議員研修事業が１５２万３，０００円、６

６ページに移りまして、知事選挙費が７７６万円、日野川流域土地改良区総代選

挙費が２３万５，０００円、農業委員選挙費が４４１万５，０００円などでござ

います。 

続いて、議案書７０ページをごらんいただきたいと思います。第２表債務負担

行為につきまして、滋賀県６町行政情報システムクラウド共同利用事業が８億９，

３１６万円、環境基本計画策定業務が４３８万５，０００円、八日市布引ライフ

組合（斎苑）負担金（施設整備負担金）でございますが、１億２，００９万６，

０００円、小規模企業者小口簡易資金に係る保証債務について平成２６年度から

平成３８年度までの間において１１５万２，０００円の範囲内における損失補償、

さらに、竜王インター周辺地区整備事業として平成２５年度に計上しております

債務負担に加えまして平成２７年度分となる３億２２１万円、消防団員用制服等

整備業務１８０万円、滋賀県防災行政無線整備費負担金５２７万４，０００円に

つきまして、それぞれ限度額の設定をお願いするものでございます。 

次に、７１ページの第３表地方債につきましては、緊急防災減災事業が１億５

００万円、篠原駅周辺都市基盤整備事業が２，５４０万円、社会資本整備事業が

１，９３０万円、防災安全に係る社会資本整備事業が２，２２０万円につきまし

て、それぞれ限度額の設定をお願いするものでございます。 
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また、６３ページの第４条地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れ限度額につきまして、その上限を２０億円として定めるもので

ございます。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第２６号、平成２６年度竜王町一般

会計予算の概要を申し上げ説明とさせていただきます。 

○議長（蔵口嘉寿男） この際申し上げます。 

ここで午後４時５分まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時５４分 

再開 午後 ４時０５分 

○議長（蔵口嘉寿男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

犬井住民税務課長。 

〇住民税務課長（犬井教子） 続きまして、議第２７号、平成２６年度竜王町国民

健康保険事業特別会計（事業勘定）予算につきまして、その内容を御説明申し上

げます。お手元の特別会計の歳入歳出予算に関する説明書３ページからごらんい

ただきたいと思います。 

歳入でございますが、国民健康保険税は２億６，８１１万３，０００円で前年

度と比較いたしますと２７０万６，０００円の減額となります。 

４ページの国庫支出金については、療養給付費等負担金として歳出の保険給付

費等から福祉医療の波及増分を減額された額、老人保健拠出金、後期高齢者支援

金、介護納付金のそれぞれおよそ３２％を見込んでおり、１億８，９８３万８，

０００円を計上しております。保険給付費の支出見込増により前年度と比べて５，

１６１万９，０００円の増額でございます。 

高額医療費共同事業負担金は８０万円以上の高額な医療費に対して県内各市町

があらかじめ負担しておいた拠出金を財源として費用負担を調整する制度ですが、

その拠出金の国の負担分の４分の１を見込んでおり、６４２万５，０００円を計

上しております。これは県についても同額の負担がございます。 

平成２０年度から各医療保険者へ特定健康診査が義務づけられました。その費

用の国の負担分は９２万６，０００円で前年度と比べて１０万１，０００円の減

額としております。こちらも県において同額の負担がございます。 

５ページの財政調整交付金は、市町村間の財政不均衡を是正するものですが、

保険給付費の支出見込増により６，０６８万円で、前年度と比べて２，０７９万

９，０００円の増額でございます。 



- 39 - 

次に、療養給付費等交付金は１億２，９１０万１，０００円で、前年度と比べ

て２，０１５万１，０００円の増額でございます。これは社会保険診療報酬支払

基金から退職者医療費の費用として支払われるものでございます。 

次に、前期高齢者交付金は２億４，３９４万１，０００円で、前年度と比べて

２，９８５万３，０００円の減額でございます。これは６５歳から７４歳までの

医療費について国民健康保険と被用者保険での医療費負担の不均衡を各保険者の

加入数に応じて調整する仕組みであり社会保険診療報酬支払基金が行われます。 

６ページの県支出金は、県の補助事業として実施する福祉医療の波及分での国

庫補助の減額分を補てんするもので、保険給付対策費補助金として８３万２，０

００円を計上しております。 

財政調整交付金は、５，７７３万９，０００円で、保険給付費の支出見込増に

より前年度と比較しますと１，２６６万１，０００円の増額でございます。 

次に、高額医療費共同事業負担金は、国庫支出金と同様に拠出金の４分の１を

見込んでおります。特定健康診査等負担金も国庫支出金と同様に県の負担分とし

て見込んでおります。 

７ページの共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金は、１億２，３

８７万円としております。これは高額な医療となった場合に、県内各市町があら

かじめ負担しておいた拠出金を財源として費用負担を調整する制度でありますが、

平成２５年度の実績見込み額が前年度より若干増加傾向であることを踏まえて、

前年度と比べて９３４万２，０００円の増額でございます。 

次に、繰入金は９，５７９万３，０００円で、一般会計からのルール分の繰り

入れのほか、財政調整基金の繰り入れをした関係で前年度と比べて４，７３１万

６，０００円の増額でございます。 

８ページの繰越金は１０６万７，０００円で、前年度と比べて４１万３，００

０円の減額でございます。 

次に、諸収入は１９２万３，０００円で、延滞金の前年度の実績額に応じて予

算計上したことから１７万１，０００円の増額でございます。 

次に、歳出でございます。１１ページをごらんください。総務管理費は、１，

００６万１，０００円でございます。内容といたしましては、国保連合会電算レ

セプト処理負担金等、一般事務費及び国保システム変更の関係で前年度と比べて

５６４万４，０００円の増額でございます。 

１１ページから１２ページにかけてごらんください。 



- 40 - 

徴税費は、２０２万９，０００円、運営協議会費は２６万１，０００円でござ

います。 

１２ページから１４ページにかけてごらんください。国保の本体部分でありま

す保険給付費でございます。一般被保険者療養給付費は、就学後から７０歳まで

の方ですと７割の現物給付でございますが、６億３，７６６万円で、保険給付費

の支出見込増により前年度と比べて１億１，４８２万円の増額でございます。 

退職被保険者等療養給付費は、これも就学後から６５歳までの方ですと７割給

付の分でございますが８，２０６万円で、被保険者の減少で前年度と比べて１，

０６３万円の減額でございます。 

一般被保険者療養費は６５８万円、退職被保険者等療養費は１０７万円、審査

支払手数料は２１１万２，０００円でございます。 

高額療養費につきましては、一般被保険者高額療養費は８，１６６万円で前年

度と比べて１，１８３万円の増額、退職被保険者等高額療養費は１，０１９万円

で前年度と比べて３６２万円の減額でございます。 

一般被保険者高額介護合算療養費及び退職被保険者等高額介護合算療養費は、

前年と同額でございます。 

１４ページの葬祭諸費は１０５万円で前年度と比べて１５万円の増額でござい

ます。移送費は、前年と同額でございます。 

１５ページの出産育児諸費の出産育児一時金及び支払手数料は、前年と同額で

ございます。 

次に、後期高齢者支援金等は、各保険者が後期高齢者の医療費のうち患者負担

分以外の部分の１０分の４を支援するものであり、社会保険診療報酬支払基金の

取りまとめとなります。 

後期高齢者の医療費の増嵩の影響により、本年度は１億４，４４７万５，００

０円で前年度と比べて４４４万３，０００円の増額でございます。 

前期高齢者納付金等は、歳入でもありました前期高齢者交付金の逆で、６５歳

から７４歳までの医療費について国民健康保険と被用者保険での医療費負担の不

均衡を各保険者の加入数に応じ調整する仕組みであり竜王町国保としての負担金

が１９万５，０００円でございます。 

１６ページの老人保健医療費拠出金は１万１，０００円で、これは後期高齢者

医療制度の施行に伴い廃止となった老人保健制度に係る平成２０年３月診療分の

精算や月おくれ、過誤返戻等による拠出金ですが、これらの業務はおおむね終了
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しており、前年と同額でございます。 

介護納付金は６，２８０万円で、これは国民健康保険税の介護納付金分と国県

支出金などを合わせて社会保険診療報酬支払基金へ納付するものです。前年度と

比べて３３万円の増額でございます。 

次に、共同事業拠出金の高額医療費共同事業拠出金は２，５７０万円で、これ

は８０万円以上の高額な医療費に対して県内各市町があらかじめ負担しておいた

拠出金を財源として費用負担を調整する制度でございます。ただし、財源の一部

として国及び県が４分の１ずつ負担しているものです。また、保険財政共同安定

化事業拠出金は８，３８８万円で、これは、２０万円を超え８０万円未満の医療

費が対象となり、県内市町の拠出金を財源として支給される制度でございます。 

１７ページから１８ページの保健事業費については、国保の保険者として４０

歳以上の被保険者について特定健康診査等の実施が義務づけされましたことで特

定健康診査等実施計画により、健診受診率向上に努めるとともに国保若年層の健

康診査についても実施してまいりますことから、特定健康診査等事業費は、１，

３８９万円、保健衛生普及費は６４８万７，０００円でございます。基金積立金

は、１０万円で財政調整基金の利息分でございます。 

次に、１９ページの諸支出金の施設勘定繰出金は、歳入で国から収入しました

特別調整交付金を施設勘定（歯科）予算へ繰り出すもので、歯科保健センター事

業分の２００万円でございます。 

今後も、保健センターとともに国保被保険者の健康づくりや保健事業の推進及

び情報提供など健康づくりの支援をさせていただき、もって、健康寿命の伸展と

医療費の適正化に努め、国保財政健全運営にさらに努めたいと考えております。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第２７号、平成２６年度竜王町国民

健康保険事業特別会計（事業勘定）予算の概要を申し上げ説明とさせていただき

ます。 

続きまして、議第２８号、平成２６年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施

設勘定）予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 

特別会計の歳入歳出予算に関する説明書２３ページをごらんいただきたいと思

います。 

医科につきましては、平成２６年度から指定管理者制度により管理運営を医療

法人社団弓削メディカルクリニックにお願いすることから、会計全体が８２０万

円となり前年度と比較しますと７，５４０万円の減額となります。 
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２６ページの財産収入の４６万５，０００円は、財政調整基金の利息と保険調

剤薬局への普通財産の貸し付けによるものです。 

財政調整基金繰入金につきましては、平成２６年度の指定管理料に支払うため

の費用として６２２万４，０００円計上いたしております。 

歳出でございますが、２８ページに、診療施設の運営維持管理として総務費を

７４３万円５，０００円を計上いたしております。内訳として７００万円が指定

管理料でございます。 

医科診療所では、新しく指定管理者制度を導入し、民間の医療機関のお力をお

借りしまして、地域住民の健康保持増進と疾病予防、早期発見、早期治療に努め

るとともに、保健、福祉、医療の連携を図りながら地域に根差した医療・保健事

業に努めてまいります。 

次に歯科でございますが、３３ページの外来収入は診療所運営の根幹をなし、

４，０５１万３，０００円を計上し、３４ページの介護サービス収入については、

１１０万２，０００円を計上いたしております。 

事業勘定繰入金の２００万円は、歯科保健センター運営に対する国庫補助２０

０万円の繰入金です。 

次の、３５ページの一般会計繰入金につきましては５００万円でございます。 

財政調整基金からの繰入金につきましては、管理用備品の購入分として９１万

５，０００円を計上しております。 

歳出でございますが、３７ページから３９ページの歯科診療所の施設管理費と

して、また、町民皆様の歯科保健を担っております歯科保健センターの管理費と

して、４，２４８万５，０００円を計上しております。次の医業費では８２９万

５，０００円を計上いたしております。 

４０ページの基金積立金１万９，０００円は、基金の利子です。公債費につき

ましては、一時金借入金利子として１，０００円を計上しております。 

本年度も、むし歯予防に効果が見られるフッ素塗布・フッ素洗口を継続し、

「８０歳になっても２０本の健康な自分の歯を」という「８０２０運動」を目標

に、保健センター、町内の歯科医院、医科診療所並びに医療機関、地域等との連

携を図りながら、乳幼児から高齢者までを対象に健康づくりは、「健康な歯か

ら」、「治療より予防」を合い言葉に診療業務と合わせて各ライフステージに合

った歯科保健事業に努めてまいります。 

また、在宅医療や糖尿病ケアにおいて医科と歯科の連携は大変重要であり、圏
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域連携も視野に置きながら、事業推進に取り組んでまいります。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第２８号、平成２６年度竜王町国民

健康保険事業特別会計（施設勘定）予算の概要を申し上げ説明とさせていただき

ます。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 徳谷上下水道課長。 

〇上下水道課長（徳谷則一） 続きまして、議第３０号、平成２６年度竜王町下水

道事業特別会計予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 

議案書につきましては８５ページを、特別会計の歳入歳出予算に関する説明書

につきましては５５ページをごらんください。 

歳入歳出の予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億３，７６０万円と定めるもの

でございます。前年度と比較しますと、４００万円の減額となるものでございま

す。 

歳入の関係でございますが、５７ページのその主な収入といたしましては、農

業集落排水及び公共下水道の使用料といたしまして、１億７，５５３万６，００

０円を計上させていただいております。その内容といたしましては、農業集落排

水が８８３万６，０００円と公共下水道が１億６，６７０万円であります。 

次に、５９ページの繰入金でございますが、一般会計からの繰入金２億９，８

５７万５，０００円を計上させていただいております。その内容といたしまして、

農業集落排水事業分として１，７９９万５，０００円、公共下水道事業分２億８，

０５８万円として繰り入れるもので前年度比較では、８３４万６，０００円の減

額でございます。 

次に、６０ページの町債でありますが、１億６，２６０万円を計上させていた

だいております。その内容といたしましては、特定環境保全公共下水道事業債１

億２，７１０万円と琵琶湖流域下水道事業債３，５５０万円であります。 

前年度比較では、６３０万円の増額となるもので、これは、償還元金の増加に

よる資本費平準化債の増額に伴うものでございます。 

次に、６２ページの歳出の関係でございますが、その主な支出といたしまして

は、農業集落排水事業の一般管理費及び施設管理費といたしまして、１，６５４

万７，０００円を計上させていただいております。前年度比較では、６２０万円

の増額となるものです。これは、一般管理費及び施設管理費の委託料の増額によ

るものでございます。農業集落排水事業の内容といたしましては、電気代が２３

８万円、農村下水道使用料等関連業務委託、管路清掃業務委託及び処理場等の管



- 44 - 

理委託料等の委託料１，３２９万５，０００円でございます。 

次に、６３ページの公共下水道事業費の一般管理費及び施設管理費といたしま

しては、１億９６２万６，０００円を計上させていただいております。前年度比

較では、４７９万７，０００円の増額となるものです。これは、施設管理費及び

県に支払います流域下水道維持管理負担金の増額によるものです。公共下水道事

業の内容といたしましては、郵送料が１０８万円、人件費１，２９１万１，００

０円、電気代２０８万１，０００円、施設修繕費３３９万円、公共下水道使用料

等関連業務委託、流域投入点等水質検査及び施設の維持管理業務委託料等の委託

料１，１３１万１，０００円、また、県に支払います流域下水道維持管理負担金

７，００８万６，０００円、公課費６６７万２，０００円でございます。 

次に、６４ページの公共下水道管渠築造費といたしまして、２，７４４万２，

０００円を計上させていただいております。前年度比較としましては、９８２万

５，０００円の減額となるものです。その内容としましては、人件費が８２７万

５，０００円、大丸企業団地の下水道測量設計修正業務委託料５０万７，０００

円、流域下水道事業建設負担金１，７６４万１，０００円であります。 

次に、６５ページの公債費でございますが、４億８，３４８万５，０００円を

計上させていただいております。前年度比較では、５１７万２，０００円の減額

となるものです。これは、償還金利子の減額によるものでございます。その内容

といたしましては、農業集落排水事業債・公共下水道事業債・流域下水道事業債

の元金償還金が３億５，４２２万６，０００円と、同利子償還金が１億２，８９

５万９，０００円、一時借入金利子が３０万円であります。 

次に、議案書の８５ページ 第２条の地方債の関係でございますが、８９ペー

ジの第２表に地方債の限度額といたしまして、１億６，２６０万円の予定をして

いるものでございます。 

次に、第３条の一時借入金の最高額を５億円と定めているものでございます。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第３０号、平成２６年度竜王町下水

道事業特別会計予算の概要を申し上げ説明とさせていただきます 

〇議長（蔵口嘉寿男） 松瀬住民福祉主監。 

〇住民福祉主監（松瀬徳之助） 続きまして、議第３１号、平成２６年度竜王町介

護保険特別会計予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 

お手元配付の特別会計の歳入歳出予算に関する説明書の７７ページをごらんい

ただきたいと思います。 
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７７ページの保険料でございますが、６５歳以上の第１号被保険者保険料で、

日本年金機構などで年金から徴収されます特別徴収保険料や普通徴収保険料など

で、１億３，９８３万８，０００円で、前年度に比べ２６６万１，０００円の増

となっております。 

国庫支出金につきましては、介護給付費負担金が１億４，９７９万７，０００

円、ページをめくっていただきまして７８ページ、調整交付金が２，７６０万６，

０００円、地域支援事業交付金の介護予防事業が１５０万３，０００円、包括的

支援事業・任意事業が５７０万４，０００円のそれぞれルール分を計上しており

ます。 

支払基金交付金は、第２号被保険者の保険料を原資に介護給付費交付金が２億

３，３５１万円、地域支援事業支援交付金が１７４万４，０００円を計上してお

ります。 

７９ページの県支出金は、介護給付費負担金が１億１，１８９万７，０００円、

地域支援事業交付金の介護予防事業が７５万１，０００円、包括的支援事業・任

意事業が２８５万２，０００円のそれぞれルール分を計上しております。 

財産収入は介護給付費準備基金の運用利子６万１，０００円を計上しておりま

す。 

８０ページの繰入金につきましては、一般会計からの繰り入れとして１億１，

６９６万４，０００円を計上しており、その内訳は介護給付費繰入金が１億６４

万４，０００円、その他一般会計繰入金が１，２７１万５，０００円、地域支援

事業繰入金の介護予防事業が７５万３，０００円、包括的支援事業・任意事業が

２８５万２，０００円でございます。介護給付費準備基金からの繰入金として、

４３１万円を計上しております。 

８２ページに移りまして、諸収入のうち、雑入として財政安定化基金貸付金４，

１９５万４，０００円を計上しております。これは介護給付費の増加により歳出

総額に対して見込める歳入総額が不足しますことから、この不足額を埋めるため、

県の財政安定化基金より貸し付けを受けるものでございます。 

次に、歳出でございます。８３ページをごらんください。総務管理費が１２６

万円、賦課徴収費が９９万９，０００円でございます。 

８４ページに移りまして、介護認定に要する主治医意見書や認定調査委託費用、

要介護認定申請に基づく認定調査や主治医意見書により要介護度を審査するため

に共同設置しております介護認定審査会への負担金を介護認定審査会費として６
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５９万６，０００円を計上しております。 

８５ページからの保険給付費でございますが、要介護認定を受けられた方々の

居宅介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介護サービスなどの介護サー

ビス等諸費が７億４，４６０万円、要支援認定を受けられた方々の介護予防サー

ビス、介護予防サービス計画などの介護予防サービス等諸費が３，４６１万円、

８８ページに移りまして、高額介護サービス等費が７８５万円、特定入所者介護

サービス等費が１，６２４万円、高額医療合算介護サービス等費が８７万円、そ

の他の保険給付費を含め全体で８億５２５万９，０００円を計上しております。 

居宅介護サービスや施設介護サービス、地域密着型介護サービスに係る給付費

が増加しており、保険給付費全体としては１億３，９２４万円の増額でございま

す。 

８９ページの地域支援事業費につきましては、介護予防事業費が６０１万５，

０００円で特定高齢者に対する介護予防教室や生活機能評価業務に係る委託料、

一般高齢者に対する介護予防教室に係る委託料などでございます。 

また、９０ページの包括的支援事業・任意事業費が１，８０６万５，０００円

で、主に地域包括支援センター運営事業費のほか、配食サービス見守り事業や家

族介護者支援事業に係る委託料でございます。 

今後も、住民の皆様の健康づくり、特に介護予防の観点を重視した保健福祉サ

ービスの充実に努め、御本人が自立して地域で安心して老後を送っていただける

よう支援をさせていただき、適正な介護保険の運営に努めたいと考えております。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第３１号、平成２６年度竜王町介護

保険特別会計予算の概要を申し上げ説明とさせていただきます。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 徳谷上下水道課長。 

〇上下水道課長（徳谷則一） 続きまして、議第３３号、平成２６年度竜王町水道

事業会計予算につきまして、その内容を御説明申し上げます。 

まず、予算書の１ページ、第２条、業務の予定量といたしまして、給水戸数に

つきまして３，９００戸、年間総配水量につきまして１８０万立方メートル、１

日平均給水量につきまして４，２００立方メートル及び主な建設改良事業といた

しまして、今後の年次計画に基づく管路更新事業を実施するに当たり、これに係

る事業費につきまして１億５９４万円をそれぞれ予定するものでございます。 

次に、第３条予算及び第４条予算につきましては、提出議案説明資料４７ペー

ジの予算の概要によりまして御説明申し上げます。 
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第３条予算でございますが、収益的収入の予定額といたしまして、３億８，２

８８万４，０００円と定めたいものでございます。前年度と比較して５，８６１

万円の増額でございます。 

収益的支出の予定額といたしましては、３億８，１３２万３，０００円と定め

たいものでございます。前年度と比較して６，３７３万４，０００円の増額でご

ざいます。 

収益的収入の内訳といたしまして、営業収益が２億９，９３９万円、営業外収

益が６，１６２万４，０００円、特別利益が２，１８７万円でございます。 

営業収益の主な収入といたしまして、給水収益が２億９，５２０万円で前年度

比較１２０万円の増額でございます。 

営業外収益の主な収入といたしまして、補助金が２，３４７万６，０００円で、

前年度比較６９万７，０００円の減額、長期前受金戻入が３，５７６万円で皆増

でございます。 

特別利益の主な収入といたしまして、修繕引当金取崩額が２，１８６万円でこ

れも皆増でございます。 

次に、収益的支出の内訳といたしまして、営業費用が３億５，０００万５，０

００円、営業外費用が１，６０５万円、特別損失が１，５０６万８，０００円で

ございます。 

営業費用の主な支出といたしまして、県水受水費が１億７，１１５万１，００

０円、減価償却費が８，０７５万２，０００円、資産減耗費が１，５５０万円、

人件費が２，８９６万２，０００円、委託料が２，９１０万３，０００円でござ

いまして、その他の営業費用につきましては、ごらんいただいているとおりでご

ざいます。営業外費用の主な支出といたしまして、支払利息が１，４０４万円な

どでございます。特別損失の主な支出といたしまして、貸倒引当金繰入額が１，

３２７万１，０００円でございます。 

さらに、第４条予算でございますが、資本的収入の予定額といたしまして、８

５４万４，０００円と定めたいものでございます。前年度と比較して８，２２５

万６，０００円の減額でございます。 

資本的支出の予定額といたしましては、１億２，５２５万３，０００円と定め

たいものでございます。前年度と比較して１，１４９万９，０００円の減額でご

ざいます。 

資本的収入の主な収入といたしまして、町からの建設改良に係る補助金が３５
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５万６，０００円及び消火栓新設に係る他会計負担金が４９８万８，０００円で

ございます。資本的支出の主な支出といたしまして、管路布設替工事等の設計委

託料及び工事費に係る改良事業費が１億５９４万円、企業債償還金が１，３４５

万２，０００円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまして１億１，６７０万９，０００

円の不足となりますが、これにつきましては、過年度分及び当年度分の損益勘定

留保資金及び消費税資本的収支調整額で補填させていただくこととしております。 

次に、予算書の２ページをごらんください。第５条で債務負担行為をすること

ができる事項、期間及び限度額といたしまして、水道事業包括業務委託を平成２

７年度から平成２９年度までの期間、４，５３２万５，０００円を限度額に、水

道管理システム更新及び保守業務委託を平成２７年度から平成２８年度までの期

間、３７１万６，０００円を限度額とし、第６条で一時借入金の限度額を１，０

００万円に、第７条で議会の議決を経なければ流用することのできない経費とい

たしまして、職員給与費２，８９６万２，０００円、交際費２万円に、第８条で

一般会計から受ける補助金といたしまして２，７０３万２，０００円、第９条で

たな卸資産購入限度額を５００万円に定めるものでございます。 

以上、まことに簡単ではございますが、議第３３号、平成２６年度竜王町水道

事業会計予算の概要を申し上げ、説明とさせていただきます。 

○議長（蔵口嘉寿男） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３３ 議員派遣について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３３、議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

議会会議規則第１１９条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣する

ことにいたしたいと思います。なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを

決定することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、本件は、そのように決定

いたしました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長に報告していただくようお願いい

たします。 

本日の議事日程はこれで全部終了いたしました。 
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これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後４時４６分 

 

 

 

 


